
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●マイナンバーカードをタクシー券として利用する場合 

 

・ＡまたはＢに該当する方…マイナンバーカード 

・Ｃに該当する方…マイナンバーカードと障害者手帳 

＊年間７２回利用できる電子チケットをマイナンバーカードに記録します。 
（毎年度自動更新で付与します） 

●マイナンバーカードでなく紙の利用券を希望する場合 
・ＡまたはＢに該当する方…顔写真付き身分証明書１点 

（マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・障害者手帳など） 

ただし、顔写真のない身分証明書の場合は２点 

（各種医療費受給資格者証、各種保険証、寿証、年金手帳、年金証書など） 

・Ｃに該当する方…障害者手帳  

ただし、顔写真が付いていない場合は各種医療費受給資格者証などもう１点 
＊年間７２回割引を受けられる利用券（回数券）を交付します。 

（毎年度窓口での更新手続きが必要です） 
＊紛失した場合は再交付できません。 

(注意）代理人による申請もできます。上記必要なもののほかに委任状と代理人の本人確認書類が必要です 

 

 ※Ｃの場合、次の方は登録できません 
・福祉有償運送登録のある方 
・身体障害者が運転しようとする自動車の改造費補助を受けた方で、その車
両を所有している方 
・介護用車両購入費補助又は改造費補助を受けた車両で移動が可能な方 
・自動車税、軽自動車税の減免を受けた車両で移動が可能な方 
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ジー・エス・ビータクシー㈱〔赤堀鹿島町〕 
尾島自動車㈱ 伊勢崎営業所〔緑町〕    

境町営業所  〔境〕    
十王自動車㈱      〔末広町〕   
伊勢崎タクシー㈱    〔本町〕     
つばめタクシー㈱    〔大手町〕  

0120-973-985 
0270-25-6111 
0270-74-0412 
0270-25-2460 
0270-25-6789  
0270-25-2002 

サービスが利用できるタクシーは？ 

A  600 円（初乗り）以上 3,000 円未満   半額  

B  3,000 円以上 3,500 円未満    ４割  

C  3,500 円以上 4,000 円未満     ３割  

D  4,000 円以上 4,500 円未満    ２割  

E  4,500 円以上                   １割  

 

タクシーの助成はどのくらい？ 

サービス利用条件は？ 

・乗車時間が、午前７時から午後７時であること 
・乗車、降車場所のいずれかが伊勢崎市内であること 


